
意 見 回 答 
（住民 A）私から、これまでの経緯をお話しさせていただこうと思います。
個々については皆さん方、しっかりと意見を述べていただけたらと思いま
す。  
 令和元年の 9 月に万博記念公園駅前周辺地区活性化計画が公表されまし
た。10 月には公募要項が出されております。将来ビジョンの具体化を図る
ため、大型アリーナを中核としたスポーツ・文化の拠点づくり。この将来ビ
ジョンというのは、基本理念、緑に包まれた文化公園が基本の理念でござい
ます。 
 10 月になりまして現地の説明会が行われ、11 月には 2 回にわたって公募
に関わる質問、回答が取りまとめられました。その中で、応募に当たっては
条例第 4 条本則に従って提案をしてください、これは大阪府が述べており
ます。ただし書きを適用された場合、その場合は併記していただいても構い
ませんと、うたってございます。  
 令和 2 年の 2 月、山一・北山田の連合自治会は、どう対応したらいいか
ということで初めての会合を開きました。そこでは、要望書を大阪府知事に
対して出しましょうということになりました。その内容は、交通問題、それ
から、学校が近くにありますから通学路・教育環境問題、道路渋滞、渋滞し
た場合は急病人に関することも書いてあったと思います。それから、公園全
体の調和と景観、あるいは自然災害における避難所、あるいは防犯・治安、
こういったことが要望書の中に書かれてございます。  
 令和 3 年 5 月、大阪府日本万国博覧会記念公園活性化事業者の選定委員
会が開かれ、そこで選ばれましたのが三菱商事都市開発株式会社、Anschutz 
Entertainment Group、それから、関電不動産開発株式会社。この選定理由
の中の講評の部分に「住宅」という文言が出てまいります。これが出てきた
ものですから、すぐ動きましたのが、令和 3 年 6 月、吹田市議会が住宅建
設は認めないという決議を出されております。  
 11 月、山一・北山田が追加要望書を府に提出。これはなぜ追加をしたか
といいましたら、1 回目のときは住宅がなかったものですから、急いでこれ
を出すことにいたしました。それから、共同住宅の建設は万博の外周の内、
外とともに反対。先ほども言いました教育環境の問題、外側のところは緑地
帯として残してほしい、緑に包まれた基本理念をちゃんと守ってほしいと
いうふうなことを書いたと思っております。  
 令和 4 年 11 月、万博公園の活性化に向けた将来ビジョン 2040 が公表さ
れました。そこの中には、就労等複合用途という言葉が使われております。 
 令和 5 年 7 月、基本協定が大阪府と事業者の間で締結されました。その
中に土地の売払いの件が出てまいります。  
 令和 6 年 4 月、意見交換会が山一、北山田、それぞれ行われました。住
民の理解がなかなか得られていないというのが感想でございます。  

（事業者）交通渋滞、学校の問題、防犯・治安、こういったところは当然こ
の事業計画の中でも対策を考えておりますし、これから審査も経て、さらに
それをよくしていきたいというふうに考えております。  
 もう 1 つ、「遊ぶ・働く・暮らす」、保留地の計画についても、もともと一
体ということで説明を申し上げておりましたが、本日に至るまでの地元の
役員の方々との意見交換会の場でも、一部計画を見直させていただくと申
し上げているのと併せて、アドバイザー会議の場でも先生からのご質問が
あって、「暮らす」の機能というのはやはり非常に大事であり、第Ⅰ期の開
業に合わせてⅡ、Ⅲ期を前倒しさせていただくという説明をさせていただ
いていることを補足させていただきます。  
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 6 月 28 日、吹田市議会は住宅建設に反対の決議の 2 回目を出しておられ
ます。7 月 15 日、意見交換会が北山田、山一で行われました。翌日、大規
模開発事業届書、環境影響評価提案書が吹田市に提出されました。  
 令和 6 年 7 月 31 日、実施協定が大阪府と事業者との間で結ばれました。
その中には、住宅用地の土地売払いの件が書かれております。10 月 28 日、
吹田市長は、条例に規定する要件を満たしていないということで、大阪府の
吉村知事に対して文書を発出されました。10 月 29 日、少し遅れましたが、
私たち自治会は要望書を提出いたしました。3 回目でございます。住宅建設
と土地の売却は、緑に包まれた文化公園の基本理念に反すると、あるいは外
周の外側地区は緑地帯にしてほしいと、保存してほしいと、そういうふうな
ことを書いております。11 月 15 日、アドバイザー会議が施行されまして、
これは皆さん方も参加された方が多いのではないかと思います。11 月 20
日、大阪府戦略本部会議が開かれまして、再公募はしない、計画変更は認め
ると。内容はどうであったか、今日は言えませんが、恐らく相当厳しい意見
も出たのではないかと想像されます。12 月 9 日、公開質問状を知事に対し
て送りました。日本万国博覧会跡地に分譲共同住宅を建設することの妥当
性、当面①－b を保留地とする曖昧さ、提案された分譲共同住宅は公募要項
に明記されている制限する用途に該当するという認識でしょうかと見解を
求めましたが、その見解にはお答えになっておりません。この回答は 12 月
24 日に知事のほうから出されております。事業実現のために頑張るという
ふうな文言があります。  
 それから、②、③敷地のところ、東中学校の北側と山田高校の北側のとこ
ろは変更しまして、Ⅰ期にプロジェクトとしてもってくる。すなわちアリー
ナ建設と同時に進めたいという話が出ております。もともとはⅢ期になっ
ておったと思います。  
 令和 7 年 1 月 15 日、令和 6 年 7 月 16 日、吹田市に提出された届書等
は、事業者は取り下げました。同じ日に再提出をして、本日の意見交換会と
なっております。  
 本日は、先ほどから言っておりますように提案書に対する意見交換会で
ございますが、今日まで、山一・北山田連合の役員会ではなかなか納得のい
かないことが多過ぎると、そういう認識の下に立っております。事業者は、
公募要項に基づき、建設に当たっては近隣居住者と関係機関と協議調整を
して解決していくというふうなことが書いてありますので、誠実な対応を
お願いしたいと思います。  
 また、審査会の先生方、大変迷惑をかけますが、吹田市の環境アセスは全
国の自治体の中でも最も厳しいものと聞いております。15、16 日の住民の
意見や願いを受け止めていただきますようお願いをいたします。  
 なお、万博記念公園の中に分譲共同住宅を建てる。常識では考えられませ
ん。常識にかなわぬ規則や事業は、住民や市民を苦しめ、悩ますものです。  
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意 見 回 答 
（住民 B）北山田地区からもご意見させていただきたいと思います。  
 令和元年以来、山一地区、北山田地区の役員と事業予定者さんとは何度か
意見交換をさせてもらいました。地区への説明会及び意見交換会の場にお
いて、今回の駅前活性化事業全てが一体化した事業であると常に発言され
ておりました。役員意見交換会の中でも一貫して「遊ぶ・働く・暮らす」、
これを複合的に導入すると位置づけられておりますが、これは①－b、いわ
ゆる保留地、今、白紙になっていますけど、そこの事業があってのことであ
って、白紙、保留地となっては何らこれ、意味をなさないのではないですか。 
 「遊ぶ・働く・暮らす」の複合的な位置づけはどこへ行ったのですか。雲
消霧散、霧のごとく消えてしまっています。  
 アドバイザー会議の議事録によりますと、事業予定者の答弁に、①－b、
保留地はなくても事業性は担保できるとあります。担保って、何を担保され
るのですか。  
 それと、保留地は吹田市の条例を承知の上、無視した計画であった。これ
は吹田市が許可する前提でもあり、ずさんな計画であったと思わざるを得
ない。 
 もう 1 つ、昨年 11 月、実施されたアドバイザー会議の議事録によると、
某先生によれば、保留地の計画は共同住宅となっているので公募要項には
違反しないとあります。よって、再公募の必要はないということになってい
ますが、これはアドバイザーとしては本当に大きなミスです。保留地自体が
大きな計画変更であって、違反とみるのが必然的ではないですか。  
 メインはアリーナとしても、「遊ぶ・働く・暮らす」の複合的なものはこ
の①－b であって、これがなかったら何もないではないですか。一方では、
早期に計画を出すようにということもあります。  
 事業予定者による当初計画のアクティブ・コミュニティー・レジデンスを
目指した計画からすれば、早期に保留地の計画を明確にしていただいて当
初計画を遂行するべきであり、前倒しで予定されている住宅建設も、コンセ
プトとは程遠い計画であって、早期に着手したい言い逃れであるというふ
うに取れます。これは単なるマンション計画です。我々住民からすれば、早
く着手すれば何とかなるだろうというように思われるような計画から、今
回のこの環境影響評価意見交換会が、本当にこれが成立するのかというの
は、私は大きな疑問であります。  
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意 見 回 答 
（住民 C）千里橋ルート新設と申されましたが、外周道路から内周道路につ
なぐ道を造るためには、万博公園内の樹木の伐採を伴うことになるという
ことは、現地に行かれるとすぐ分かると思います。どれぐらいの範囲の樹木
の伐採を予定されているのか、それから、千里橋ルートによって万博公園に
対する環境負荷がどれぐらいになるのか、どうお考えになっているのか。そ
れと、万博公園内の樹木を伐採するに当たって、大阪府民、吹田市民の民意
の理解が得られているのか。  

（事業者）千里橋ルートは自然文化園の現状使っている管理用通路、いわゆ
る車路、それと、管理用車両のみが通行している千里橋を活用して新たなル
ートを確保できないかという、交通対策の 1 つの案になっています。  
 特に中央環状線の西方面とか高速道路の東方面から来る来場者がこのル
ートを使うことによって、これが全体の車両の方面比からいうと 6 割から
7 割ぐらいになりますが、その車両が外周道路の南側、皆様ご懸念の渋滞の
箇所に負荷を与えずに北側から入ってくるという交通対策の案になってい
ます。交通渋滞の解消とか交通負荷を極力低減するという意味では、これを
実施しないと全ての車両が外周道路に入ってきて、協会前交差点を右折し
て入庫してしまいます。これを実施することによって、6 割から 7 割の車両
を削減することができますので、交通処理上非常に大きな対策案かと思っ
ています。  
 ご指摘のありました植栽の伐採につきましては、既存の園路をうまく活
用し、極力伐採が最小限になるように計画し、公園事務所とも協議をしなが
ら、まだ具体的な線形はこれからの検討でございますので、ご意見は承っ
て、また次回の評価書案の意見交換の場等でご説明をさせていただきたい
と思います。  

（住民 C）①－a の敷地について、年間の来場計画、合算しますとおよそ 550
万人となります。中央駐車場が 1,000 台収容なのですが、敷地内には 900
台の収容能力の駐車場しかございません。資料には大阪府が別の用地を検
討するとございますが、具体的な検討の内容をお聞かせください。そうじゃ
ないと、前提がまず保たれないと思います。  

（事業者）代替駐車場については、大阪府が探しており、幾つか候補がある
というところまでは聞いておりますが、まだ確定しておらず、今日の時点で
は申し上げることができない状況です。当然駐車場が必要だと我々も思っ
ていますので、いただいた意見を大阪府にお伝えして確保を進めていきた
いと考えています。  

 
意 見 回 答 

（住民 D）外周道路の外側は万博公園です。これは民間の土地ではありませ
ん。万博公園は緑に包まれた文化公園です。万博公園に住宅を建てる、こん
なことはどこの公園に聞いても初めてです。絶対反対です。  
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意 見 回 答 
（住民 E）昔ホテルのあったその前辺りにアズキ地層という火山灰の、非常
に学術的にも値打ちのある地層があり、地元の中学生や高校生がよく観察
に来ているところですが、そこが用地③の工事にかかってきて、恐らく侵食
されるのではないかと思いますが、この計画書を見ましたら 30 ページの文
化遺産のところにバツとなっています。これはどういう意図なのか。  

（事業者）こちらのアズキ火山灰層については、文化財に当たらないという
ことで、バツとさせていただいています。こちらを残すまたは残さないに関
しては、今後計画を進めるに当たって、ご意見として承りましたので、検討
させていただくようにいたします。  

（住民 E）12 ページに関してですが、建築工事の期間が、第Ⅰ期の工事が
終わってから次の工事まで 3 年間空白がありますが、この 3 年間の空白は
何を意味するのでしょうか。  

（事業者）現時点のスケジュールであり、第Ⅰ期の工事が始まる頃には、よ
り具体化していきます。第Ⅰ期、アリーナが開業して一旦まちびらきを迎え
ますが、アリーナが開業した時点のまちの状況なども踏まえて、Ⅱ期以降の
事業を確定して進めていきたいと考えておりますので、3 年空いています
が、これが少し早くなるということも十分あり得るという考えです。  
 Ⅱ期、Ⅲ期は、現時点での計画では、オフィス・ホテル棟、オフィス棟 A、
この 2 つの建物を予定しております。  
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意 見 回 答 
（住民 F）共同住宅西棟、東棟は、ちょうどイトーピアと中学校の裏手です
が、マンションは端から端までです。なおかつ 14 階建て、先ほど景観の話
をおっしゃっていましたけど、山田側からするとすごく景観が悪い。イトー
ピアなんか、真後ろに大きなマンション建って。最初はアリーナに勤める方
の住宅が建つと、山田の人間は聞いていました。それだったら仕方がないで
したのに、分譲とか、賃貸か知りませんが、14 階建ての大きいマンション、
道路側ではなくて、後ろに下がっているイトーピアというマンションがあ
りますが、そんな人らのことも考えないで、「景観」という言葉はまずおか
しいと思います。  

（事業者）ご指摘の用地②につきましては、10 階建てのマンションとして
計画しております。用地③につきましては、14 階建てのマンションとして
計画しておりまして、条例に基づいてこの高さの建物が建つということで
計画をさせていただいております。  
 プライバシー性、特に南側のマンションにつきましては、環境アセスの面
ではなくて、中高層協議の場で改めて個別にご説明をさせていただく予定
としております。  
 環境アセスにある景観につきまして、周辺のまちなみ、景観に対してマン
ションのボリュームが適切かどうかというところを評価されると認識して
おりますので、今後、審査の中で適正に判断されると認識しております。  

（住民 F）審査会がオーケーだったらオーケーなんですね。これだけ住民が
嫌だと言っても、その人達が勝手に、よその人がオーケー出したらオーケー
なんですね。  
 この計画は、誰のための計画ですか。大阪府と吹田市ですか。住民がこれ
だけ反対しているのに次から次と、これがダメだったらこれ、と計画を出し
てきますけど、おかしいでしょう。住民一番ではないのですか、吹田市。私
達、固定資産税も払っています。それを無視して、こんな計画を立てて、今
調査がどうとか、環境がどうとか、「次、また、お話しします」。いや賛成し
ていない、認めていないから、次の話なんてしてもらったって結局同じこと
の繰り返しだと思います。  

（吹田市）これはこういう言い方しかできないですが、まちづくりにはルー
ルがあり、そのルールに沿って事業者が計画をしていくところに色々な規
制がかかっています。その協議のスタート地点に立っています。  
 環境アセスメントの審査会での議論は、一定の基準よりもより高い環境
配慮を求めていく場だと認識しています。景観などについても、景観の先生
などの専門的な知見から、その見え方、圧迫感だとか、そういうものを低減
するような事業計画になるようなご意見が出て、それに対して事業者が検
討を加えていくということはあります。  
 事業を、この行政手続のルール内で行われることについて、地域の方が反
対しているから手続を止めるという手段はないということはご理解をいた
だきたいと思います。事業者が立てた事業計画について、今のルールプラス
アルファの環境配慮をこの手続の中でしっかりと、審査会の先生方のご意
見も聞きながら、吹田市、環境部がしっかりと、よりよいものになるように
誘導を図っていきたいと考えております。  

（住民 F）極力、駐車場も少ないから車を減らす努力をしますとおっしゃっ
ていましたが、実際、来る人は勝手に車で来るだろうし、渋滞した場合、私
達は家に帰りたくても帰れません。今までもガンバの試合などがあったら
家に帰るのも一苦労しているのに、そうなったときに、事業者は誘導して、
アリーナの人か地元の人か、振り分けしてくれますか。そんなことはできな
いのに、建った後に、「ああ、そうですね、ちょっと計画と違いました、読
みと違いました」と言われでも納得できない。その辺の確約。絶対に混みま
せんとか、そこまでしてからじゃないとおかしい。  
 

（事業者）万博公園周辺は EXPOCITY、スタジアムなどの大規模な集客施
設が集積しており、たくさんにぎわいを生むといういい面もありますが、こ
れらのイベントが重なる土日祝日、あとは桜まつりなど大きなイベントが
あるときにおいては、外周道路やその周辺で深刻な渋滞が発生し、その渋滞
が数時間に及ぶ日もあるということで、地域の皆様からのご指摘があるこ
とは、私どもも現状、認識を十分しています。  
 特に外周道路で著しい渋滞が起きているときは、桜まつり、春休みやゴー
ルデンウイークといった時期に、土日でサッカーの試合があるときや、公園
で大きなイベントがあるとき、それらが重なったときに該当しており、私ど
もが調査した範囲では、それが大体年間 365 日のうちの 20 日程度、大体
2、3 週間ぐらい。ここでいう渋滞とは、信号のさばき残りといって、信号
が赤に変わってもまだ行けないという状態のときで申し上げており、少し
正確さが欠けているところがあるかもわかりません。こういった日を特異
日と呼んでいますが、その特異日の状況をこの施設単体で根本的に解決す
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ることは難しい状況であり、ただし、本事業を行うことで現状の交通量が増
えることは間違いないですが、増えても、それに対する交通環境整備、対策
をしっかり打つことによって、これらの特異日の日数が極端に増えたり、あ
るいはその程度のレベルがすごく高くなったりということがないように、
最大限の努力をすることが私どもの責務と考えています。例えば、今考えて
いる交通対策でよくなる点として、①－a 敷地と①－b 敷地については、1
車線分、外周道路を拡幅いたします。現状 3 車線あり、一番右側の車線が
右折と直進が複合している部分ですが、そこを 1 車線分拡幅して右折の入
庫レーンを追加し、合計 4 車線にします。そうすることによって、協会前
交差点から入庫する車があっても、その 3 車線の本線の交通流に極力影響
を与えないようにするということがまず 1 つです。  
 もう 1 つは、アリーナの公演時間の前後の入退場で車が集中するという、
少しスタジアムと同じようなご懸念があるかと思いますが、これはスタジ
アムも同じでしたが、アリーナに来られる方の車の利用を強制的に抑える
マネジメントを行うことによって、アリーナ来場者のうち 5%だけが事前予
約といったシステムで車で来ていただけるということにすると、アリーナ
来場者による車両台数は少なくなると思っていますので、案をしっかりつ
くって予測評価をした上でご説明をさせていただきたいと思っています。  
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意 見 回 答 
（住民 G）交通量ですが、今、外周道路のところだけが議論の焦点になって
いますが、特に吹田市に話を聞きたいのですが、この周辺地域、箕面市、茨
木市、豊中市、摂津市あたりとの協議がどうなっているのか気になっていま
す。  
 特に 26 年度には、箕面の彩都にコストコができること、今、千里丘の駅
前も再開発されている。10 年スパンでいくと千里中央の辺りも再開発とい
うことで、交通量の変化が非常に大きく変わるところがあります。特にコス
トコは、南へ下りてきて、この外周道路に移流するという状況も想定されま
すので、そのあたりが今の事業者のご説明の中で、どこまで情報としてイン
プットされ、そういった対策に盛り込まれているのか気になるところです。 

（事業者）茨木土木事務所などから、今回調査をしている地点のさらに少し
外縁、例えば西駅前の交差点、そういったところにも影響が出るのではない
かというご指摘もあります。箕面の話はこれまで出てはいなかったですが、
これから大阪府ともそのあたり、もう少し俯瞰した形で交通の影響が本当
にどうなのかというチェックもして、また、検証結果は、お伝えさせていた
だきたいと思います。  

（住民 G）動物、植物の環境調査について、工事の部分だけの話がありまし
たが、万博公園の生物への影響であったり、外周の辺りでも昆虫であった
り、動植物がいますので、我々の住んでいる近くでもヒメボタルが生息して
いる中で、そういったものにどう影響するかという生態調査がもう少し広
域に、特に万博公園の生態系を見られているような方との意見交換とか、そ
ういったことがどこまでされているのか。  

（事業者）生態系、動植物の調査の範囲ですが、基本的に事業計画地は周辺
道路、フェンスなどで囲まれており、特に陸上を移動する動物については、
事業計画地の範囲内で考えています。  
 ご指摘いただきましたとおり、鳥や昆虫など空中を移動するものについ
ては、その辺も配慮しながら調査、予測評価をしていきます。  
 ヒメボタルについては、この計画地みたいに周辺の開発によって取り残
されている、周りから孤立したような場所でもそういった重要な生物が残
存するということは認識していますので、そのあたりも十分注意しながら
見ていきたいと考えています。  

（住民 G）AEG の事業内容を見させていただくと、全世界のスポーツ、エ
ンターテインメントへの参加、投資というのをやられている中で、こういっ
た環境とか地域共生といったところが、ほかでどういった形でうまくいっ
ているのか、そういったことがこの事業にどうインプットされているのか
どうか、もし本当に成功したいのであれば、世界でうまくいっていることは
どういうものがあるかということをしっかり出してもらえたらと思いま
す。  
 万博公園を含め、山田のところは昔からの歴史があります。歴史があっ
て、今ご参加されている住民は非常にそういったことに関心をお持ちの方
です。そういうことも酌み取って、しっかり議論をされたほうがいいと思い
ますので、よろしくお願いします。  
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意 見 回 答 
（住民 H）この地域は広域避難所、吹田市の防災マップ、全市民が持ってい
ますが、その中で広域の避難所に指定されています。アリーナなどは、災害
のとき、仮設的に避難所となると思いますが、問題はこの用地③の共同住宅
の建つところ、ここが私達の木造二階建てが並んでいる密集地のところ、避
難所に一番近いところですが、南海トラフが 80%の確率で来るだろうとい
うことになっており、仮設住宅で、能登もそうですし、東北の震災のときも
そうですし、仮設、災害の後の住むところがなく、要は 38 万人の吹田の市
民、そして、茨木、箕面、摂津の中間にあるこの施設を、マンションを建て
て売り払うという考え、そういう先生がおられて、そういう事業者がいると
いうのは考えられない。その影響を一度考えてみてください。  

避難所を売らないでください。それだけです。  

（事業者）防災面という観点では、アリーナの手前に大きな駐車場がありま
すので、そちらも最終的には何か災害があったときに利用できるスペース
になるのではないかということで今は考えています。その辺を含め、将来、
これから環境に対する、また災害に対するところも意識しながら計画の熟
度を高めていきたいと思っています。  
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意 見 回 答 
（住民 I）保留地が空白になっており、道路の状況を調べたとしても、何が
できるか分からない状況で調べてどうなるのか。山田の人間からすると、こ
この交通の騒音とか振動の調査のところで、生活道路でありますが、メイン
通りというより、村の中を抜けてくる車で土日とかが渋滞になっていると
いうのが、多分共通理解かと思っていますが、村の中まで把握していない状
況でこれをするというのが、そもそも違うのではないのかと思っています。 

（事業者）①－b に関しては、当面計画は未定ということで、今回、環境ア
セスメントの交通検討には含めておりません。今後、①－b の代替の提案事
業計画が確定した段階で、アセスの手続がどうなるのかというところを吹
田市と再度協議をして、必要な手続を行ってまいりたいと思います。  

（住民 I）今現状でも、調べ始めが朝何時からやっているか分からないです
が、朝の大体 8 時ぐらいから、茨木のほうに抜けていく工事車両であった
り、工事のダンプカーやトラクターなど工事系の車両が外周の一番左を全
部埋めている状態です。そのあたりも、一度時間を見て交通を見てほしいで
す。  
 吹田市内にばかり丸がついていると思いますが、全体で考えたときに茨
木もやはり抜け道が多いので、茨木が村というのか分からないですが、山田
村みたいなところを抜けて、結局外周にどうやってスムーズに入れるかと
いう人間が多くいると思うので、そのあたりも含めて何か考えていただけ
たらと思います。  

（事業者）現況の把握ですが、朝の時間帯ですとか、先ほどのご質問でも広
域でいろいろ開発があるというお話もありましたので、皆様がご心配され
ている場所、地点、時間帯、あと、裏道みたいなところもしっかりと把握に
努めさせていただきたいと思っています。あわせて、広域交通を管理する大
阪府にもしっかりと伝えた上で、いろいろと対策を検討し、審査をいただき
たいと思っています。  
 ①－b の保留地の空白の部分について、現時点では開発計画が未定という
ことになっていますが、どういった交通量を見込むのかとかいう、今後の手
続については吹田市とも協議をしながら、将来の開発も見据えてやってい
くべきかというところも含めて、しっかりと審査なりのところで対応させ
ていただきたいと考えています。  

（住民 I）山田東中学校と山田高校の子も自転車が朝とかすごく危ない。ほ
かの高校に行っている子達もいると思うので、ただでさえ工事車両、停車し
ていることによって死角がすごく多い状況なので、そこも含めてお願いし
ます。あと、村の中の交通状況。例えば昨日、セレッソ対ガンバの試合で、
車で来たら駄目ですよと言うけれど、やはり送り迎えの車両で一番の左車
線は全部詰まっている状況で、住んでいる方からしたら、それで左に曲がれ
なくて家へ帰れないというのは日常茶飯事になっている状況なので、それ
も含めて、アリーナの分が増えたらという心配が多いと思うので、ある程度
決まってから言っていただかないとこちらも考えようがないと思いますの
で、よろしくお願いします。  
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意 見 回 答 
（住民 J）これは住宅がメインなのですか。アリーナがメインなのですか。 
 アリーナで、住宅併用のアリーナってどこかにあるのですか。横浜でもい
いです。東京でもいいです。教えてください。  

（事業者）これは三菱商事都市開発、AEG、関電不動産開発、3 社での共同
のプロジェクトであり、アリーナを中核として、そこに相乗効果があるよう
なホテルや商業、住まうといった住宅を複合的に一体となって開発をして
いきたいというものです。どれがメインと強いて挙げるならアリーナがこ
の開発の中ではメインの建物、施設になります。  
 アリーナに住宅が併設されているものというのはあまりないと思います
が、アリーナの横の敷地などに住宅が開発されているものとして、アリーナ
ではないですが、最近ですと北海道の日本ハムファイターズの本拠地横に
は住宅があります。事例としては、世界や、今、国内でもできてきていると
いうところです。  
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意 見 回 答 
（住民 K）共同住宅建設ですが、一番影響を受ける既存住宅といえばイトー
ピアですが、西棟のすぐそばにあります。一般的に、大規模な住宅を開発す
る場合、一番影響を受ける近隣の住民の合意が必要です。吹田市はそれを何
か条例で決めていると思うのですが、住民の合意なりがないと建設許可を
出さない、これは今でも続けていますか。  
 私自身がそれを経験しており、私が住んでいるところは万博の敷地、緑の
緑地に近接したマンションですが、その隣に新たに 1 つマンションが建つ
ことになり、それも民有地ですが、緑地に近接しているところで、そこで合
意が必要ということになり、いろいろ議論をして、その合意と、それを承認
証の判子をついたものがないと吹田市は建設許可を出さない。これは十数
年前の話ですが、今でも生きているのか。  
 そのときに我々は住宅の建つ位置、向き、それらを全部変更させました、
結果的に。そういう合意書を結んだのですが、同じようなことを、イトーピ
アの人がやれば、この西側のところの計画は変えられるのか、それが義務に
なっているのか。  

（吹田市）許可が出ない、合意が必要、こういう制度はありません。開発許
可を与える条件として隣地などの合意を得るようなことを、法的な根拠が
ないのに行政指導していて、それが問題になり、裁判が起こり、行政側が敗
訴するという事例が続きました。その経過を踏まえて行政手続法や行政手
続条例が改正され、根拠のない行政指導はやめましょうという新たなルー
ルがつくられたという経過は存じています。  
 今の個別のお話については、細かいところまでは、今分からないですが、
個別の案件でそういうことがあったということが何に基づいてなされたも
のかということであれば、また個別にお話をお伺いして、その経過などはお
調べすることができるかと思います。  

（住民 K）住宅の建設地はもともと緑地だった。現状、駐車場になっていま
すが、ABC ハウジングになったときに駐車場がないということで、私の記
憶では、駅前のを使えばいいが少し歩かないといけないということで、用地
③から始まったと思いますが、そこの緑地を潰して駐車場にしたのです。そ
れでも足りないと言って、何年かたって用地②、西側のところも駐車場にし
たのです。それ以前は緑地でした。  
 今、万博公園の周り全部そうですが、そういうところは全部緑地のまま残
っています、50 年たっていますが。ここだけが原則を破って、そういうも
のを建てました。その結果、認めないということで、ABC ハウジングその
ものは長期の賃貸契約だったのですが、こっちの駐車場については 1 年ご
とに更新手続を取っていたそうです。ということは、基本的に認めていなか
った。 

それで、50 年たって ABC ハウジングがいなくなった。そうすると、駐車
場の目的がなくなったわけです。であれば、ここは現状の緑地に戻すべきじ
ゃないかと。根本的な話です。  

（吹田市）緑地については、大阪府の土地になっていますので、原則緑地に
戻すべきかどうかというところに対して、吹田市が見解を述べる立場には
ないということで回答させていただきます。  
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意 見 回 答

（住民 L）学校について心配しています。合わせて 563 戸ということです
が、これは学校が 1 つ要ると思います。新しい学校が。近くでミリカシテ
ィ、ミリカヒルズ、ミリカテラス、633 戸です。千里丘北の住所を全部含ん
でいるので、周りの住宅をどれだけ一緒に面倒見ているのか、吹田市のほう
で調べてみてほしいと思うのですが、633 戸のミリカシティに対して千里
丘北小学校が 1 つ建ちました。  

児童数、今年の 4 月か 5 月で 963 人です。5 クラスです。それに対して
北山田、今、1・2・4 年が 2 クラス、3・5・6 年が 3 クラスという学校で
す。山一と分離しますか。山一小、3 クラスです。教室を建てようと思って
も、私達が子供の頃、山一はもともと 2 クラスの学校です。増えた分、運動
場を削って校舎を建てていったので、運動会のときに親が入れません。そう
いう学校です。ミリカだったら 5 クラス。4 年 6 クラス、6 年 4 クラスのほ
か 5 クラスという学校が 1 つ建っています。  

（事業者）物件の規模としましては、2 つ合わせて 560 戸ほどの物件にな
っております。学校の開発につきましては弊社事業者側でできるところで
はありませんので、吹田市の教育委員会と、この開発の時期や規模、また、
どういった方がお住まいになられる予定の建物なのかというところを協議
させていただきながら、こちらから情報共有をしっかりさせていただいて
開発を進めていきたいと考えています。

（吹田市）アセスの中でコミュニティという項目があり、その中で児童の出
現率などの評価については、次の評価書案で、事業者から評価結果について
お示しいただくことになっていますので、そこで回答が出てくるかと思い
ます。また、そのときの結果などを見ていただいて、ご意見等を賜れればと
思います。
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意 見 回 答 
（住民 A）私からは、ここまでの流れを皆様方に知っていただきまして、理
解を深めていただきましたらと昨日も申させていただきました。  
 まず、令和元年 9 月、万博記念公園駅前周辺地区活性化計画が公表され
ました。10 月、公募要項、これが出されております。その中には、将来ビ
ジョンの具体化を図るため、大型アリーナを中核としたスポーツ・文化の拠
点づくりとあります。将来ビジョン、この基本理念は、「緑に包まれた文化
公園」でございます。10 月、現地説明会が行われております。11 月 8 日と
15 日には公募に関わる質問に対する回答が 2 度にわたって出ております。
その中、応募に当たっては、条例 4 条本則に従って提案をしてください。
ただし書き、適用された場合の提案、これを併記していただいても構わない
と大阪府は答えております。  
 令和 2 年 2 月、山一・北山田連合自治会、初会合を開きまして、対応を
協議させていただきました。まずは要望書を作ろうということで、10 月に
要望書を大阪府知事宛てに持ってまいりました。これが 1 回目でございま
す。その中には交通問題、道路とか渋滞とか急病人のこととか、あるいは、
近くに学校がございますので、教育環境、通学路、公園全体の調和と景観、
自然災害における避難場所、防犯、治安、そういったことが書かれておりま
す。  
 令和 3 年 5 月、大阪府日本万国博覧会記念公園活性化事業者選定委員会
というのが開かれまして事業予定者が決定されました。この事業予定者の
方 が 今 壇 上 に お ら れ ま す 三 菱 商 事 都 市 開 発 株 式 会 社 、 Anschutz 
Entertainment Group、AEG、関電不動産開発株式会社、この 3 社でござ
います。その中、選定理由、公表がなされておりまして、7 項目あるのです
けども、全部申せませんので 1 つだけ、その中に「住宅」が出てきておりま
す。この提案については具体化できるようにと選定委員の方が申しておら
れます。令和 3 年 6 月、吹田市議会はこれを受けまして、住宅建設は認め
ないという決議を出されました。  

令和 3 年 11 月、山一・北山田の連合自治会は追加要望書を府に提出いた
しました。これが 2 回目でございます。1 回目は住宅がなかったものですか
ら、急に住宅が出てまいりましたものですから、そういうふうにさせていた
だきました。その中、共同住宅建設は、外周の内、外ともに反対と。それか
ら、先ほど申しましたように、教育環境の件、外周の外側の緑地帯の件、「緑
に包まれた」という基本理念、これを守ってほしいというふうなことを書い
ております。  
 令和 4 年 11 月、万博公園の活性化に向けた将来ビジョン 2040 が公表さ
れました。その中に、就労等複合用途というあまり聞き慣れない言葉が出て
きております。令和 5 年 7 月、基本協定が大阪府と 3 社によって締結され
ました。その中には土地の売払いの件が出てきております。  
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 令和 6 年 4 月 12 日、意見交換会が山一・北山田で行われました。6 月 28
日、吹田市議会は、住宅建設には反対という決議を、2 度、2 回目を出され
ておられます。7 月 15 日、意見交換会が北山田、山一で行われました。4 月
12 日と 7 月 15 日の意見交換会ではなかなか住民の理解を得られていない
というふうに聞いております。7 月 16 日、大規模開発事業届出書、環境影
響評価提案書、これが吹田市に提出をされました。令和 6 年 7 月 31 日、実
施協定書、これが大阪府と 3 社によって締結されました。この中には住宅
用地の土地売払いの件が出てきております。10 月 28 日、吹田市長は条例
に規定する要件を満たさないという文書を吉村知事に対して発出されまし
た。10 月 29 日、私達は 3 回目の要望書を出しました。住宅建設と土地売
却は緑に包まれた文化公園の基本理念に反すると。それから、外側の地区
は、前にも申しましたけれども、緑地帯として保存、全体としては 1 つの
パッケージとして開発をするというふうなことが書かれております。  
 令和 6 年 11 月 15 日、アドバイザー会議が施行されました。皆さんの中
にも参加された方がおられると思います。11 月 20 日、大阪府戦略本部会議
が開かれまして、再公募はしないと、計画変更は認めると、こういうふうな
ことが会議で決まったようでございます。12 月 9 日、公開質問状を知事宛
てに提出いたしました。日本万国博覧会跡地に分譲共同住宅を建設するこ
との妥当性、当面①－b を保留地とする曖昧さ、提案された分譲共同住宅は
公募要項に明記されている制限する用途に該当すると認識しておられます
かと見解を求めました。これにつきまして、12 月 24 日、大阪府知事はこう
回答しております。提案事業計画の変更は認めますと。事業実現に向けて取
り組みます。分譲共同住宅に関しては明快な見解はありません。そういうと
ころで、市長からの文書を受け、計画を変更されたと思います。用地②、用
地③、いわゆる外周の外でございますが、ここをⅠ期プロジェクトに前倒し
し、アリーナ建設と同時に進める計画ということが分かってまいりました。 
 令和 7 年 1 月 15 日、令和 6 年 7 月 16 日提出の届出書等は取り下げられ
ました。同日、再提出を保留地のまま出されたということで、昨日、今日を
迎えているところでございます。  
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意 見 回 答 
（住民 B）再度、北山田としての見解を申し上げたいと思います。  
 令和 3 年以来、山一地区、北山田地区の役員と意見交換会を事業予定者
と数度行いました。また、地区への説明会、意見交換会の場において、今回
の万博の駅前活性化事業については、全てが常に一体化した事業であると
の発言をされております。これは皆さんもお聞きになったことだと思いま
すけれど、役員会との意見交換会の中でも一貫して、今回の計画は、「遊ぶ・
働く・暮らす」を複合的に導入すると位置づけられているのですけれど、こ
れは、今空白になっております、保留地になっている、いわゆる①－b です
けれど、この保留地ありきの事業であって、空白保留地となっては、今は何
ら意味がないだろうというふうに私どもは思っています。「遊ぶ・働く・暮
らす」の複合的な位置づけはどこへ行ったのかということは、もう既に空白
になっている時点で霧となって消えてしまっているだろうということで
す。  
 もう 1 つは、アドバイザー会議の議事録によりますと、事業予定者の答
弁には、①－b、保留地はなくても事業性は担保できるとある。この担保と
いうのは何のことでしょうか。資金的なことなのか、単なる事業性のことな
のか、よく分かりません。皆さんもご存じだとは思いますけれど、この保留
地は吹田市の条例を承知の上の無視した計画であります。吹田市が許可す
る前提であり、誠にずさんな計画であったと思わざるを得ない。  
 また、昨年実施されたアドバイザー会議の議事録によると、某先生によれ
ば、保留地の計画は共同住宅ということになっているので公募要項には違
反しないと、よって再公募の必要はないという結果を出しておられます。た
だ、これは、アドバイザーとしては、私どもは大きなミスと思います。大き
な失態と考えています。勉強が足らなかったのではないかと思います。もう
少し深く考えていただければ、こういう言葉は出てこないだろうと思いま
す。なぜかというと、保留地自体が大きな計画変更であって、これは違反と
見るのが必然的じゃないかと。これは当然のことと思います。それをアドバ
イザーの先生方は、いいだろうというふうに、結論を出されたと、非常に残
念なことです。  
 事業予定者によると、当初計画のアクティブ・コミュニティー・レジデン
スを目指した計画からすれば、早期に保留地の計画を明確にしていただい
て当初計画を遂行するべきものであって、また、今前倒しで住宅建設を言わ
れていますけれど、前倒しで住宅建設も、これはさっき、何回も言いますけ
ど、コンセプトとは程遠い計画であって、早期に着手したい言い逃れじゃな
いかというのが私どもの思いです。これは単なるマンション計画に姿を抱
えているのではないかと私どもは思っています。我々住民からすれば、早く
着手してしまえば、手をつけてしまえば、あとは何とかなるだろうというよ
うな計画です。今回のこういう計画から、今回の環境影響評価、本日の意見

（事業者）①－b の内容についてですが、現時点では、計画は未定というと
ころで、このように白くなっているところですが、大体の内容については、
「大規模アリーナを中核とした大阪・関西を代表するスポーツ・文化の拠点
づくり」のコンセプトに合致した内容を事業者としても考えていくという
ところは変わっておりません。  
 いつなのかというご心配があるかと思いますが、詳細については、これか
ら大阪府や関係機関とも相談をしながら大阪府に対して提案をしていきた
いと思っております。タイミングについても、大阪府の手続等もありますの
で、今の時点では、明確な時期は申し上げられないということをご理解いた
だければと思っています。  

2025年2月16日（日）
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交換会が成立するのかというのは、北山田としては非常に疑念をもってお
ります。というのが、今日皆様方に知っていただきたいという北山田として
の気持ちでございます。  
（住民 B）要約書の 8 ページの緑化計画にある「アクティビティができるオ
ープンスペースを設け」とありますが、5 ページの図から見ても、オープン
スペースをつくる場なんてないです。①－b が白紙になっている以上、どこ
にオープンスペースができるのですか。 

（事業者）図面右上の一番大きな①－a 敷地、グレーになっているところが
通路のようにも見えますが、広場を確保しており、特にアリーナの前のとこ
ろが一番大きなオープンスペースになっております。それ以外にも、左下の
ほうに向けては緑地というところでスペースを設けておりますので、こう
いったところを使いながら、ここにいらっしゃる方々が活動できるような
場所として設けていきたいと考えております。  
 使い方や規模、配置といったところは、引き続き、よりよいものを目指し
て考えていきたいと思っていますので、少しアリーナの前の形状も、今後変
わっていく可能性もあると思っています。 

（住民 B）5 ページの図ですけれど、なぜ当初からそう描かなかった。グレ
ーのところを確保したいというのがご意見でしたよね。そういう考えがあ
るのなら、なぜこの図のときにグレーじゃなくて、そういうふうにしなかっ
た。  

もともとは①－b じゃないですか。当初、私達と話をしたときに、①－a
なんて一切話がなかった。  

（事業者）左上のところに凡例で、広場・通路・車路等というのがグレーに
色づけされているので、見やすさというところでは少し誤解を与えてしま
ったのかも知れません。そこが分かりづらかったのであればおわびいたし
ますが、ここの考え方は変わっておらず、アリーナの前に広場を設けるとい
うのはもともと考えていた内容です。①－b にも計画を設けていましたが、
①－ａにも設けていたので、変わっていないです。  
 オープンスペース、場所や使い方についてのご意見だと思いますので、
人々の触れ合いというところで、事業者としても、①－a 敷地及び②、③敷
地で引き続き考えていきたいと思います。  
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意 見 回 答 
（住民 C）共同住宅の計画に関して、つい先日、こんな計画になっていると
いうことを知ったのですが、まず、環境に関して言うと、非常に劣悪な環境
になってしまうということが予想されます。25 ページの表 4 の 55 の項目
と 56 の項目。55 の項目で CASBEE S ランクを目指す、56 は ZEH-M 
Oriented を目指すという高い目標を立てられているのですが、これが本当
にできるのかということが懸念されます。  
 まず 1 つ、55 の項目ですが、特に周りに対する影響です。環境負荷がか
なり長大な壁のような建物が建つことによって、イトーピア千里万博公園
はすごく近いところにあるので直接受けると思うのですが、それ以外にも、
山田地区にも非常に影響があるのではないかと。最近は温暖化が進んでい
て、例えば夏なんか非常に暑いです。敷地は万博の外周のところですので、
山田地区よりもかなり高いところにあるのですが、そこに 10 階建てとか 14
階建ての建物が建つということで、1 つは風が全く通らなくなるということ
です。 
 2 つ目は太陽の光が反射して、周りにかなり熱を与える。うちのマンショ
ンはすぐ 45m ぐらいの近くにあります。隣は山田東中学校、その隣が山田
高校。運動場とか建物があるので、そこの夏の冷房費がものすごく高くなる
のではないかと考えます。  
 さらに、うちのマンションの場合は、ちょうど 10 階建ての建物があって、
うちは 14 階建てですけども、敷地が 15、16m ぐらい下に下がっています
ので、建物が、どちらかというと、うちの建物よりも高いところにあります。
ちょうどくぼ地のようなところになってしまいます。うちのマンションに
関しては、階段室型の集合住宅になっています。普通のマンションというの
は廊下型で、北側には廊下があって、窓はあるのですけど、そんなに開ける
ことがないのですが、うちのマンションは階段室型になっていて、北側はベ
ランダと掃き出し窓があって、非常に夏場は涼しく過ごせる部屋になって
います。そういったところに建物が建つことによって、両側から、室外機に
よって、その真ん中がものすごく暑くなる。これがヒートアイランド現象の
抑制には絶対ならないだろうと思います。  
 27 ページの 92 番、プライバシーの配慮。これに関しても同等の面があ
ります。西棟の部分に関しては非常に近いところで、多分集合住宅のほうが
リビングになっていて、うちのほうに関しても居室になっています。一般的
な居室はあまり開放的ではないのですけど、うちのところはかなり開放的
ですので、お見合いをしてしまうことがものすごく多くなると思います。プ
ライバシーの配慮をどうするのですかという話です。  
 それともう 1 つは、中学校も高校もあります。そちらのほうも丸見えに
なります。そういうのをどう考えていくのか、非常にずさんな計画だと思い
ました。それに対してどういう意見があるか聞きたいです。  

（事業者）建物については、CASBEE、環境に沿った建物を造るということ
で、しっかり取得するような形で取り組みたいと考えております。  
 風害や温暖化、熱というところに関しては、アセスの環境影響評価の中
で、評価書案でまたお示しできたらと思っております。  
 プライバシーの対策については、近隣様の建物と 45m 離れているという
ことで、可能な限り離隔を取るように努めていくといったところで、今後、
中高層の手続等もありますので、その際に詳しくまた改めて説明させてい
ただきたいと思っております。  
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意 見 回 答 
（住民 D）7 ページに断面図が描かれていますが、全然近隣との因果関係が
描かれていない。どういうのり面があって、どういう形で隣のマンションと
の高さ関係があるのか。それを、わざとか分からないけれど、全然見えてこ
ない。距離がどれくらいあるのか、光がどれくらい入ってくるのか、空がど
れぐらい見えるのか。すごく大事なことです。そして、中学校、高校の伸び
盛りの一番大切なときに空の見えない学校を造ろうとしています。吹田市
にこれを提出して、吹田市も何も考えなかったのか。私達に説明するとした
ら、もっと丁寧な図を。上の断面図は地盤高が入っています。下は地盤高が
入っていません。これは意識的にやっているとしか思えません。高さをぼか
しています。  

（事業者）断面図②、③につきまして、表現が少し、近隣様との関係性が分
かりづらいというところは認識しております。こちらにつきましては、特に
南側は、先ほどもありましたが、イトーピア様との高低差が 15m ほどある、
またイトーピア様のマンションが 14 階建てであり、離隔距離についても
45m あるということは認識していますが、詳細な情報等がまだありません
ので、今後マンション様の図面等々をお借りさせていただきましたら、細か
いところまで作図できますので、今後の機会でご提示させていただければ
と思います。  

（住民 E）準備段階で、何故Ⅰ期工事を受けているのか。おかしい。あんな
図でⅠ期工事進めますって、おかしい。①－b が飛んじゃったから、こっち
側持ってきたかもしれないけれど、今の断面図も描けないような、故意的に
やっているとしか、我々感じない。  

（事業者）ご指摘のあった点については、また別の開発のプロセスの中でし
っかりと説明をさせていただく場所がありますので、そこでも改めて説明
をさせていただきたいと思います。  

（住民 D）私、山田高校の下で介護施設をやっております。ここは吹田市の
福祉避難所第 1 号として認定されております。自費で、地域の避難所とし
ていろいろな設備を投入しています。これから起こる南海トラフ地震に対
して少しでも力になればと思ってやっております。その目の先で、避難所と
して、広域避難所として指定されている場所、そして、この間の阪神の大震
災もそうですけれども、いろいろなところで万博公園が、ヘリコプターやら
がどんどん降りていく基地になって、災害防災拠点として活躍したのをま
だ記憶しております。この北摂において万博公園というのは、私たちの土地
です。あなたたちの土地じゃありません。府民の土地です。府民のために使
われる土地です。不動産屋が銭を儲けるためにあるわけではないです。  
 これからいろいろなそういう震災が起こるであろう確率が上がっている
ときに、それを今売り払って銭に換えるという、そんな魂胆はやめてくださ
い。それも入れて評価してください。  

（事業者）避難所としての考え方ですが、敷地内を見ていただきますと、左
下の部分、平面駐車場であったり、先ほどのオープンスペースなど、人がた
まれる場所はありますので、そういったところも災害のときには活用して
いただけるかなというところと、今後の災害、何が起こるかが分からないと
ころもありますので、具体的に何がその都度できるのかは、断定的なところ
は申し上げられないですが、当然にして大きな災害があれば行政とも協議
をしながら、この施設、プロジェクトとして、地域の方であったり、災害に
対する支援といったものを当然行っていきたいと考えております。  

（住民 F）去年の 7 月の意見交換会では、EXPOCITY について、建物の中
まで、いざというときは入れてあげるということについて、三井さんが吹田
市と協定を結んでいることについては調べますとおっしゃっていました。
そういうことを全然勉強していないのではないですか。  
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意 見 回 答 
（住民 G）阪大病院の先生と仕事上でよく話をするのですが、阪大病院との
関係とか、災害のときにどうするかということを、話をしているのですか。
7 月のときに聞いたときは、別にそういうことは問題ないから話をしていな
いなんて無責任なことを言っていたけれど、ここは災害防災拠点だから、思
いつきでアリーナなんか造られたって、こっちは困るわけです。ガンバの吹
田スタジアムは浄財で建てたのです。400 億、よく集まった。ここの自治会
の人、みんなカンパ金を出して、あれを建てて、あのガンバスタジアムの下
は防災倉庫です。能登の地震のときでも、あそこから救援物資を搬出したは
ず。そんなこと、吉村知事も分かっているのではないか。あまりにも無責任。 
 アリーナを造って、周りにタコの足首みたいなことをして、それで帳尻を
合わそうなんて、そんな浅ましいこと、やめてもらいたい。国循の跡地なん
て、さんざんもめた挙げ句、住民が集うところを造らないといけないとかい
ろいろ言っていたけれど、結局、都市計画法か何かで第 1 種住専から一戸
建てしか建たなくて、はま寿司と焼き肉屋。  

（事業者）大阪大学とは、現在話はできていません。  
吹田スタジアムは備蓄などをされているということで、我々としても当然
そういったところが必要なのかどうするのか、考える項目としては入って
おります。大阪府とも相談をしながら、どういったところまでやるのか、実
際に災害が起こったときに施設の中の安全が本当にちゃんと確保できてい
ない場合には、その施設を使うことも難しいということも考えられます。  
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意 見 回 答 
（住民 H）この保留地は、いつ計画が発表されるかはまだこれからだと言わ
れました。アドバイザー会議をオンラインで傍聴させていただきまして、そ
のときだったと思いますが、1 年以上かかると言われたのを記憶しておりま
す。1 年以上かかる保留地、真白のままでこの事業を本当に進めていいのか
というのがすごく不安であり、疑問です。  
 ここの保留地、前回の意見交換会のときにすごく強調されていて、ビデオ
を見せてもらったのが、①－b の住居とスポーツとかアメニティー、何か楽
しむようなものをつくりたいということをすごく強調されていたのです
が、これがなくなってしまったのですが、4 ページの共同住宅、この表の共
同住宅のところに、まだ「住機能として、スポーツ・文化のある暮らしを楽
しむことに共感するターゲット」と書いてあります。ということは、スポー
ツ、エンターテイメント、文化、こういうものを目標にされているというこ
とは、ここの保留地にそういうものを建てるのかと、想像ですが、そういう
ふうに思います。  
 もう 1 つは、12 ページの事業実施予定スケジュールを見て、ここでも不
思議というのか怖いなと思っているのは、真ん中に 3 年間の空白がありま
す。Ⅰ期とⅡ期の間です。この 3 年間に、保留地の何かを決めて、ばたばた
と決まってしまうのではないかという怖さを感じております。  
 結論としては、保留地が明らかになるまで、環境影響評価をしても、交通
渋滞の問題、人的動き、道路の拡幅とか言ってますけど、空白のままに残し
て進めていっていいのかというのが疑問であり、反対です。全ての計画が出
てから進めていくのだったら、そうあるべきだと思います。  
 もう 1 つ、お願いですが、この話の元凶は大阪府です。この会議に大阪
府が出てきていない。発言しなくてもいいです。傍聴だけでもしてくれた
ら、皆さんの気持ちが分かるのではないかと思いますので、要望です。大阪
府に出てきていただけたらと思います。  

（吹田市）手続に関わる話が出たこともありますので、吹田市からお答えさ
せていただきます。保留地、①－b、面積的には 2.7ha ぐらいでしたでしょ
うか、かなり大きいところです。事業者の考えとして、当然収益施設をもっ
てくる必要があるというところは聞いています。ということは、人を何らか
呼び寄せるような施設になるだろうと、今、市としても認識はしているとこ
ろです。  
 ここの計画が出てきたときに何が起こるかというと、アセスメントの制
度においては、再アセス制度というものがございますので、再アセスの手
続、もう一度手続を戻ってやることになろうかと思います。どのタイミング
でどう出てきたらというのを 1 つ 1 つ申し上げられる段階にはないかと思
いますが、ご懸念がありました 3 年間の空白の期間がありましたが、この
時点で出てきた場合には、この時点で一旦、多分Ⅰ期の事業は終わっている
のですが、Ⅱ期事業にはかかれないという工事着手制限がもう一度かかっ
て、初めに戻って全ての手続をもう一度する。そのときに、仮にアリーナが
できていたとすれば、アリーナが稼働している状況の影響もオンして、その
ときの交通の対策の効果も含めて、再度もう一度環境アセスメントをやっ
ていく、そういう手続になっていくかと想定をしております。進めていって
いいかどうかというのは、手続論のルールにおいては、進めていっていいと
しか、行政側としては申し上げられないのですが、手続のルールの 1 つと
して再アセスメントの制度があるということは回答とさせていただければ
と思います。  

 
意 見 回 答 

（住民 I）吹田市には要望書を詳細に出させていただいていますので、この
場では言いません。たくさん問題があるのは事実でございます。なので、真
摯に受け止めてもらって、大阪府でやる防災拠点の心臓部ですから、何とか
その辺のところを考えていただいて、みんなが幸せになるような施設を行
っていきたいと思います。  

（吹田市）数年前からになりますが、防災・安全という、安全のところに防
災を新しく追加しており、その中で、地域の防災力ですとかの予測と評価を
させていただく項目を新たに設けており、今回の事業の中でもそういった
ことを、今いただいているご意見なども踏まえて、きちんと予測評価をして
いただいて、次の評価書案のときにはそういった回答も事業者からしてい
ただくことになろうかと思っております。  
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意 見 回 答 
（住民 J）12 ページで、当該事業における環境に対する取組方針、スポー
ツ・文化の拠点ということで、基本的には①－b を含めてずっと開発してい
たというのがあるので、そこを抜きにして環境を調査するという市の説明
がありましたが、基本的にはおかしいと思っています。  
 それと、外周の外側の用地②、③の高層住宅、共同住宅の建設においても、
自治会との話でも、①－b と①－a のところの中の話をしていたのに、そこ
がポシャってしまうと突然出てきた話で、文化の拠点というか、①－b のミ
ニアリーナというところの暮らすとスポーツの拠点をずっと三菱の方もお
っしゃっていましたけど、そこを抜きにして、ただ単なる住宅を建てるとい
うことになってきているのはあまりにも後づけ過ぎるのではないかと思い
ます。 
 それと、外周の外側、緑の緩衝帯になっているところ、たまたま駐車場で
したが、そこに建物を建てるというのは環境が変わってくるし、特に教育で
いうと、山田東中学校と山田高校がありますし、特にあそこの前の道路は山
田高校の通学路になっています。自転車も多いし、特に中学校と高校の間の
道路は、今でも高校と中学生の通学で混雑して、事故が起こってもうしょう
がないというようなところもあります。そこに車が入ってくるということ
も含めて、そこの環境の問題は十分に考えていただかないと駄目だと思い
ますし、そこにそういう高い建物を建てるという、緑の確保とかおっしゃっ
ていますが、全然思われていないというか、自分達の都合でやっていること
にしか見えないので、その点、評価を含めてお願いしたいと思います。  

（事業者）地域の実情に応じたご意見をいただいたと受け止めております。
今後、様々なご懸念に関しては、調査、予測、評価をした上で対策を講じて
いきたいと考えておりますので、この場では定量的なご説明はできないで
すが、今後定量的な部分も含めてご説明をさせていただければと考えてお
ります。  

（住民 J）ずっと話を聞いていたら、環境で提案したやつを皆さんに説明し
て答えるというのに、これから調査するとか、考えるとかをずっとおっしゃ
っているので、あまりにも、環境評価をしてくださいという態度でないよう
な気がして、非常に納得がいかないというか、事業を早く進めたいから、①
－ｂがポシャって、今回大規模開発を出してとやっているという行き当た
りばったりとしか思えないです。調査していなかったら評価のほうもでき
ないのではないかと思いますが、非常に態度がよくないと思います。  
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意 見 回 答 
（住民 E）万博が来るときに、国からのこういうプロジェクトで地元が協力
する、あるいは、協力しなきゃいけないということで、土地を提供しないと
いけない。ここまで万博が来るんだという周りのあの線まで土地が買収さ
れたわけです。それで、建ってみたら、何のことはないグリーンベルトなん
です。つまり、外周道路を囲むグリーンベルトが設置されていた。あれも万
博の 1 つのプロジェクトとして入っているわけです。つまり、グリーンベ
ルトありき、中にパビリオンの集合ありき、あるいは、エキスポランド、遊
戯施設ありき。そうすると、外部とそういうアクティビティとの間に非常に
混雑する外周道路がある、その外周道路の混雑と、また、住民との間でグリ
ーンベルトをもつことによって、何らかの対策ではないか。ということは、
あのグリーンベルトは公園外じゃなくて、あそこは公共の土地なのです。  
 次、万博のとき、あの外周道路、今みたいに狭くなっていないです。フル
に使っていました。すごく混雑していました。動けませんでした。今度のア
クティビティが重なったら、ガンバがあって、AEG さん、何やるか知らな
いけど、アクティビティが来たら、もう満杯です。あの道路でさえ対処でき
なかったんです。だけど、万博というのは 6 か月で終わっちゃうので、引
いたときに、暴走族があそこをサーキットにしちゃった。それで道を狭めよ
うとして狭まったわけで、これを元に戻したから交通が行くという考え方
は、「ええ？」と思う。知らないのか、こういう歴史をという感じです。2 番
目は、交通、かなり厳しいです。  
 3 番目の点というのは、皆さんがおっしゃっているように、環境云々より
も、南海トラフという話が出てきて、とにかく早急に、そういったときに緊
急事態で、建物であろうが、使える・使えないなんて言っている場合じゃな
いですよ。グリーンベルトだって潰さなきゃいけないかもわからないわけ
です。南海トラフってそれぐらいの規模なんでしょ。吹田の中に岸辺という
駅があります。それ以上向こうは何かと。梅田、大阪を埋めたとこかと。だ
から、大阪の中心は今、梅田ですよ。東京だってそう。八重洲です。洲です。
三角洲。こういった状況の中で、一時ウオーターフロントがはやって、みん
などんどん海側に行ったが、今逆です。山側にどれだけこういう緊急のとき
に土地を確保して、多くの人を抱えられることができるか。この問題と、先
ほど言った問題、グリーンベルトは公園だという問題で、公園を分譲して家
を建てたら、立ち退きできますか。要するに公園というところを個人に売る
な、売っては駄目だと。何にもできない。ここは民主主義の国なので、法治
国家だから、勝手に個人のものを奪い取るということはできない。だから、
個人の土地にしたら駄目。ここがキーポイントです。環境が大事だ云々と今
おっしゃっています。そのとおりだと思います。  
 私、一番初めに申し上げた。箱をつくって、ハードウエアを、立派なもの
を建てて人が集まる時代じゃもうないです。中身が大事ですどういうこと

（進行管理責任者）グリーンベルトという重要な概念をいただきまして、緑
の問題、外周道路の交通の問題、災害拠点としての対応の問題ということを
ご指摘いただきまして、しっかり準備をしてくれよというメッセージをい
ただきまして、住んでいる人からすると、人があって、暮らしがあって、そ
こには文化もあってということなので、それを踏まえた計画をきちんと考
えてほしいということ、ハードもそうですし、ソフトについても十分検討を
するようにという宿題をいただいたかと思っております。  
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が人間にとって大事なのか。次の時代に何を訴えたいのか。1970 年代では
科学の進歩を代表して、壁に貼れるようなテレビができる。そんなばかなと
言っていた。でも、何であれほど人が注目したかというと、日本が世界に認
められたいという気持ちがあったからです。今はそうじゃない。もう既に認
められている。今は本当に人間としてどういうふうなこと、あるいは、地球
レベルで、サステナビリティの話しをするのだったら、個人に土地を売った
ら駄目です。  
 建物がどうだこうだ、それも大きな問題です。交通も問題です。だけど、
国が、あるいは、大阪府が自由にできる部分の公園を、一部個人の家にする、
何なのですか、このプロジェクト。お願いしたいのは、この時代で次の文化
というものを考えるのだったら、もっとユニークな、人が考えないような。
5 万人のアリーナが珍しい、私は思わない。なぜなら、東京に 2 つできるじ
ゃないですか。しかも、彼らはエンターテイメントを引っ張っていくじゃな
いですか。関西の人、嫌いか知らないけれど、読売巨人軍まで抱えるじゃな
いですか。勝てますか。ロサンゼルスから見て、どういうアイデアが出てい
るか知りません。だけど、そういうものでは駄目です。このグリーンベルト
をいかに人間の生活とフィットさせるか。AI が来ても、人間としてどれだ
け感性を維持できるか、そういった基本的なところが全然感じられない。  
 それと、①－b が飛んだから、②と③を第Ⅰ期に入れます。第Ⅰ期、断面
図でさえできていない。何ですか、このどたばた加減。ここの住民、そんな
ことで納得しますか。大体この会議をするのだったら、住民たちに何とかこ
れを分かってもらうように、親身になって、住民が不安だと言っていること
を丁寧に説明しようという目的、あるいは、そこをターゲットにして準備す
べきじゃないですか。1 回目、2 回目、この間のときもこれは言った。大阪
府に言った。大阪府は何をやっているのですかと、住民の側になってしゃべ
ってくださいと。前回、企業さんの立場で何か司会されていたから、それは
立場が違うと。  
 MBS があの山を切り開いて団地にして、我々文句言えない。なぜなら、
彼らの土地だから。だけど、ここの土地は違う。そこは大きく根本的なコン
セプトが違うというところを全然話ししないと同時に、ぼやかしてきてい
る。マンションを建ててどうだこうだ。大阪市内も煙突みたいなやつがたく
さん建っています。あんな煙突を何本も見て何が楽しいですか。日本すごい
とも思いません。中国のほうがもっとすごいです。  
 何が大事か。文化ですよ。文化というのは我々の暮らし、人間がいかに自
然とともに生きられるか。あるいは、あのグリーンベルトを、はっきり言っ
て、アリーナよりあちらのほうが主人公じゃないかという考え方なのです。
それほどもう時代は変わっているのだから、これだけの規模の公共の土地
があるのだから、虫食いみたいに個人に売ったら駄目です。これ、売らずに、
新鮮な画期的なアイデア、それも、住民がよかった、来てくれてよかったと
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か、あるいは、一緒に何か考えたいとか、どうしてそういう方向でこのプロ
ジェクトを進めようとしないのですか。  
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意 見 回 答 
（住民 K）動線の話ですが、車は目標 5%とするという話が出ていますが、
どういうふうに考えて 5%と言われているのか。普通であれば 5%なんて夢
物語のような話になってしまうと思うのですが、例えばパーク・アンド・ラ
イドの考慮をするとか、または、モノレールの本数がどの程度増やせるのか
とか、その辺、ある程度何か具体的な考えがあっての 5%なのか。  

（事業者）道路交通環境は大きな課題の 1 つだと考えております。スタジ
アムとかアリーナはどうしても入退場の時間が、ピークが高くなるといい
ますか、集中するところがありまして、皆さんにご心配を与える施設かとい
うところではありますが、吹田スタジアムでも、4 万人のお客様に対して、
2,000 台を上限に、事前に駐車場の予約をして、マネジメントをして、全て
それがうまく回っているかどうかというところはありますが、そういった
取組をされています。私どもとしては、さらにチャレンジングなパーセンテ
ージを設定し、5%に抑えて、その数字に実効性を持たせるために、周知徹
底は当然ですが、駐車場の事前予約システムや、モノレールを公共交通機関
として利用いただくようなメリットをしっかり打ち出し、モノレールとは
今、最大限の増便を、千里中央方面、門真市方面からしていただくこと、協
議を始めさせていただいているところでございます。  
 駐車場は、今回の施設の駐車場だけではなくて、ららぽーとの駐車場や公
園の駐車場もありますので、そのあたりともしっかり連携を図りながら、
5%を達成すべく、マネジメントを検討してまいりたいと思っています。  
 具体的な数字については、評価書案のときに、しっかり調査に基づいてエ
ビデンスを用意できるかと思いますので、そのときに丁寧に説明させてい
ただきたいと思っています。  

（住民 K）自転車が結構多いのではないかと思っていますが、自転車って、
マンションのところか、900 台と書いていますが、今だったらファミリーマ
ートの周りに、ずらっと自転車止め放題みたいに止まっていますが、そうい
う自転車って 900 台の中に、万博公園に遊びに来られる方とか、EXPOCITY
に来られる方が、そこにただで置けるようなものを想定されているのかを
教えていただきたい。 
  

（事業者）自転車に関しては、今、駅前ご利用の自転車があると思いますが、
外周道路側と駅側のほうで大体 10m ぐらいの高低差があり、外周側からい
くと、ちょうど NTT とかホテル阪急の前を下るようにして自転車が通り抜
けている状態かと思いますが、今回、計画の中で大阪府と官民連携をいたし
まして、モノレール側にデッキを設けて、一旦下に降りなくても直接改札の
ほうにバリアフリーで行けるような、そういった通り抜け動線を取ろうと
しております。今回、開発の中で、何か物ができるから、そこの通り抜けが
できないということではなくて、より便利な形で動線を確保していきたい
と思っています。その場合に、駐輪場はどうしても下のレベルにありますの
で、そこへの動線をどう取っていくかというところは、今、プラン上、検討
しているところでございます。 

（住民 K）駐輪場のほうは、先ほど広場になると言っていたところが駐輪場
になると思ったらいいのですか。  

（事業者）施設の中に、この施設のための附置義務に基づく駐輪場は設置さ
れますが、大阪府のほうの駐輪場、公園の駐輪場、モノレールが運営されて
いるデッキ下の駐輪場については、この計画に合わせて、再配置されて、台
数は確保する形にはなりますが、そこへの動線はこれから検討していく形
になります。  

（住民 K）モノレール側のところはお金がかかるような駐輪場ですけれど、
どういう駐輪場になるのですか、想定されているのですか。  

（事業者）そこは大阪府、公園事務所の運営する駐輪場ですので、これから
連携を図ってまいりたいと思いますが、ご意見として承りましたので、確認
をさせていただいて、またご報告はさせていただきたいと思います。  
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（住民 K）歩道を歩いてこられるお客様を大分想定されていると思うのです
が、歩道を歩かれるのであれば、山田駅のほうから歩かれたりすると思いま
すが、その辺の動線をどういうふうに具体的に考えているのか。 

（事業者）山田駅の歩行者ルートは、たくさんの人が来られたときのルート
としては非常に重要だと考えております。そういった意味で、今、そのルー
トの特に中環沿いのほう、これは多分吹田市かと思いますが、街灯が設置さ
れており、今までよりは少し明るくなったかという気がしていますが、大阪
府になるのかも知れないですが、さらなる対策ができるかは今後検討を深
めていきたいと思っております。 

（住民 K）先ほどからも何回か出ていますが、ここって学校が真下にありま
す。中学校と高校があって、いろいろな子供たちの学習活動があって、子供
たちが大きな声を出したりとか、または、楽器を鳴らしたりとか、当然ある
と思います。気になっているのが、プールとかもあります。プールは、上か
らまともに見えるようなマンションを建てられたら、それはどうなのかと、
この時代にと思います。  
 その辺のことも当然考えた上でのマンションを考えてもらわないといけ
ないと思いますが、その辺、どの程度まで考えて 14 階とか 10 階とかいう
話が出ているのかを聞かせていただきたい。  

（事業者）こちらも今後詳細設計を進めていきますので、その辺のプライバ
シーについてはしっかり検討して対応していきたいと思っております。  

（住民 K）それはマンションの高さが変わるとか、そういうことも含めてと
いうことですか。 

 

（住民 K）ABC ハウジング跡地がいきなり空白になりました。今まで、外
周の中に人が住むことがすごく大きな意味を持つという説明を私たちは受
けてきています。それをその計画のまま吹田市に出したら、吹田市では条例
に反するということで受け取れませんでした。だから、いきなり真っ白な保
留地となりました。  
 アドバイザー会議でそれがオーケーになりましたのでこのまま進めます
という形で、今日の会議になっていると思うのですが、それって、アドバイ
ザー会議でオーケーが出たから、保留地のまま計画を進めていいという、多
分吹田市も断った理由がなくなったから、真白になっただけで、受けざるを
得ない、進めないといけないという説明だと思うのですが、私たちは空白に
なったから進めてもいいというのを、全然説明なくオーケーになって進ん
じゃう。先ほど吹田市も、申請を受けたら進めないと仕方がないというよう
なことをおっしゃったのですけれど、じゃあ、勝手に空白の保留地のまま進
めさせていいのかといったら、やはり大阪府なのです。大阪府がすごく無責
任だと思います。その大阪府がここに来ていない段階で、ここに来ていない
というか、もっとここに至る前の段階で大阪府はちゃんと説明するべきだ
と思いますが、その機会って与えられるのでしょうか。  

（吹田市）これから調査する云々というのが多いのではないかというその
前のご指摘もありましたが、それは制度の説明不足もあったかもしれませ
んが、提案書の段階ということで、提案書の手続という白抜きのところの右
のところにありますが、調査予測評価をする項目を絞り込みますというこ
とで、手続上は、事業者が出してきた調査の方法、予測の方法、評価の方法
が適切かどうか、調査をする前の段階で、その調査方法がどうかという手続
の段階です。その調査をして、影響がどうであるか、それに対して対策をこ
う講じるというのが次の評価書案のときに示されて、もう一度説明をする
機会があるということになっています。それが手続として、環境アセスメン
トの手続が 2 つ、提案書の手続と評価書案の手続がございます。  
 もともと事業計画をする前に、そういったことすらもしていないのかと
いうところもあろうかと思いますが、環境影響の部分については、どういう
調査をするか、まずそれが適切かどうかをやってから、その調査をした結果
の対策を次の段階で皆さんに見ていただきますし、審査会のほうで、その対
策や評価の内容が適切かどうかを後段の手続の中でしていく制度になって
ございます。  
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意 見 回 答 
（住民 E）前回まで、大阪府、出てきました。大阪府から、これを推進する
ような話だったので、住民の話を聞いてくれという要望を出しました。そし
たら、吹田市にそれを出しますという話。ところが、連合自治会の会長が言
ったように、反対です。住宅はおかしい。これを言った。そうすると、吹田
市は、それを 2 回も否決した。そうすると、吹田市は、そこは分かってくれ
ていたのだと。吹田市が来てくれたら、大阪府に文句言ってくるのではない
かと。それが前回だった。  
 だから、今日の吹田市のお話、手順をきっちりやりましょう。そのとおり
ですよ。今から業者さんを 3 社も 4 社も集めて、おたくどうしますという
段階で、それぞれがどういうデータを出すのか、どこまで認識されるのです
かというときに、そのお話は、私は理解できる。だけど、もう決まっちゃっ
て、それで、次、Ⅰ期工事、Ⅱ期、ここまで来て、先ほど皆さんおっしゃっ
ているように、具体的な数字がないままに、何でこの 3 社連合、優遇され
て、どんどん行くのですかと。別に 3 社連合が悪いと言っていない。先ほ
ど言ったように、住民と一緒にいいのをつくりましょうという気持ちです。 
 だけど、吹田市のポジションは、地元の意見が、住宅に対する嫌悪感が出
ています。だから、吹田市としては、このままですんなり受け入れませんと
いう態度だと。我々、非常に吹田市に、よく言ってくれたという、こういう
ポジションで、今日来られて、ステップを踏むのは規則ですから何々。何か
立っているポジションが違うのではないですか。タイムフレームをもう少
しクリアにしてください。今は業者さんを選んでいるわけじゃないです。業
者、決まったのです。決めるにはそれだけの情報と、しっかりしたある程度
の数字がなきゃ決められないはずです。だから、決まっていて、あるいはⅠ
期工事、そこまで出ている以上は、数字をくれというのを皆さん言っている
わけです。だから、これから何々頑張りますという、努力目標です。大学入
るときにそうじゃないですか。何点以下は切るじゃないですか。「僕、頑張
ります」と言って、入学させますか。だから、もう少し具体的に、吹田市、
もうちょっと頑張ってください。住民はこういうポジションだから。嫌だ嫌
だと言っているのだから。  

（進行管理責任者）先ほども少し吹田市から説明がありましたけれども、ま
だ調査できていない部分がかなり多くありますので、そういう懸念事項を
今回聞くというのも 1 つの趣旨ではありますので、それを受けて、また意
見交換会が次のステップでは出てくることになりますので、手続としては
そういう形にさせていただきたいと思っております。  
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意 見 回 答

（住民 L）交通量調査地点が 34 ページにあります。これは外周の周りだけ
です。我々は、千里丘中、徳洲会病院の前です。そこでは、ガンバの試合が
あったり、ミリカもできました。徳洲会もできました。スーパーもできてい
ます。すごい渋滞が起こっています。そこを調べてもらわないと。外周もも
ちろんやってほしいと思いますが、樫切山から徳洲会のほうへ向けて、地下
道、トンネルをくぐって、そちらのコースの調査は全然ありません。調査の
地点を増やしていただきたい。
 以前、徳洲会ができるときに調査をやってもらいました。しかし、これは
延べで 1 時間とか 2 時間とか、かなり長い時間の間にどれぐらい混雑があ
るかということになってしまう。混雑は 1 時間ではなく、30 分とかピンポ
イントで起こります。それは、数値に表れてこない。なので、もう少し詳し
い交通調査をしていただきたい。
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